
 

1 

 

 審議会等の会議の概要の記録 

会 議 の 名 称 令和７年度 第２回甲州市公民館運営審議会 

開 催 日 時  令和８年３月１７日（火）  午後２時４５分～ 

開 催 場 所  甲州市中央公民館 ２階 大会議室 

議 題 

（１） 令和７年度中央公民館の事業報告について 

・・・資料１、資料２、資料３ 

（２） その他  

出 席 委 員 

古屋美知子委員、町田信次委員、五味一夫委員、窪田道忠委員、

青柳仁美委員、田邉康仁委員、雨宮眞司委員、中山由季委員、 

山本睦委員、吹田孝雄委員、里吉武仁委員、丹澤千明委員、 

小林正治委員、三枝照子委員、石田春雄委員 

会議の公開又は

非公開の区分 
 公開 

会議を一部公開

又は非公開とし

た場合の理由 

 

傍 聴 人 の 数            ０人 

審 議 概 要  別紙のとおり 

事務局に係る 

事項 

※事務局の課・担当名、連絡先、出席人数等 

甲州市教育委員会 生涯学習課 公民館担当 

連絡先：甲州市教育委員会 生涯学習課 公民館担当 

   ０５５３－３２－１４１１   ４人 

そ の 他  
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令和７年度 第２回 甲州市公民館運営審議会「会議録」 

 

日時：令和８年３月１７日（火）  

会場：甲州市中央公民館 ２階大会議室 

 

出席者 １４名 

欠席者  ２名 

事務局  ４名 

傍聴者 なし 

 

1.はじめのことば 

事務局： 

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。 

開会に先立ちまして本日、吹田 孝雄委員と渡邉 尚英委員から欠席する旨の届け出がございま

した。 

本日は１４名の委員の皆様に出席いただいておりますので、甲州市公民館設置及び管理条例施

行規則、第２６条の規定により定足数に達していることを報告いたします。 

それでは、ただ今から令和７年度第１回甲州市公民館運営審議会を開催いたします。 

 

2. 会長あいさつ 

田邉会長からあいさつをお願いします。 

・会長あいさつ 

 

３． 議 事 

 事務局： 

それでは、議事に入ります。議事の進行は、甲州市公民館設置及び管理条例施行規則、第２５条

の規定により、田邉会長に議長となっていただき議事の進行をお願いいたします。 

 

議 長： 

それでは、（１）「令和７年度中央公民館の事業報告について」、を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 
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事務局： 

１ページ「資料1」をご覧ください。 

初めに、今年度の公民館運営審議会関連の報告となります。 

今年度は、本日を含め、計２回の運営審議会を開催いたしました。 

皆さまには、お忙しい中、審議会への出席、ありがとうございました。 

 

続きまして、甲州市中央公民館関連の事業報告となります。 

こちらは、今年度実施した甲州市中央公民館の主催事業となります。 

 

中央公民館の自主事業については、「中央公民館の自主事業のあり方について」の答申をいた

だいており、その内容を踏まえて、実施してまいりました。 

 

次に、（１）主催事業１ページをご覧ください。公民館主催事業として 

〇フラワーアレンジメント講座を・５月10日、１０月１２日、２月８日と３回開催しました。 

〇陶芸教室を５月１７日に開催しました。 

〇ヨガ講座を６月１９日、７月１７日、８月２１日、９月１８日、１０月１６日、１１月２０日と６回開催しまし

た。 

〇トピアリーづくり教室を６月２１日に開催しました。 

〇あて名書き講座を６月２１日に開催しました。 

〇整体師が教える若返り体操講座を７月１９日に整体師が教えるツボ講座を １１月１５日に開催

しました。 

〇親子木工教室を８月１７日に６０組１２０名の参加があり好評でありました。 

また、８月１７日にアイシングクッキーづくり＆グアサー体験教室開催しました。 

〇多肉植物寄せ植え講座を１０月１１日に 

〇しめ飾りづくり教室を１１月２９日に 

〇手前味噌教室を１２月６日に 
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〇門松づくり体験講座を１２月１４日に開催しました。 

〇ボイストレーニング講座の講師を市内在住者で、地区公民館の童謡フェスティバルの講師を務

める内田さんにお願いし、令和８年１月２１日、２月１２日、３月１９日と３回開催しています。 

 

（２）市民文化会館ホール事業として 

〇・８月２４日にファミリー映画上映会「はたらく細胞」の上映会を開催し、当日来場者数：317名

の来場者がありました。 

〇１１月１日「甲州市制施行２０周年記念コンサート」を開催し、午後の部：746名、夜間の部：734

名の来場者がありました。 

〇１２月２７日ファミリーミュージカル「カモメに飛ぶことを教えた猫」の公演を開催し、738名の来

場者がありました。 

中央公民館において、多くの教室や講座等を行い、地域の文化活動の拠点としての役割を果た

せたのではないかと感じております。 

 

（３）オンライン講座（山梨県生涯学習推進センター主催）については、２４講座を開催しました。内

容については別紙のとおりです。 

 

次に、８ページ（４）歴史民俗資料室ですが、昨年に引き続き、常設展示「わだつみ平和文庫展」を

行いました。貴重な資料が展示されていることもあり、市民の方だけではなく、市外の方も含め、見

学いただけました。 

また、６月に食育月間（６月） 各小学校の風景等の展示、７月に平和展「平和な世界に 子供たち

に伝えたい」を展示しました。 

本年度は、１０月に甲州市制施行２０周年のあゆみの展示、１２月から２月まで農業カメラマン網野

氏の展示を行いました。 

令和８年度も歴史民俗資料室の展示内容を検討しながら、一点でも多くの展示公開に努めてい

きたいと考えています。 
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次に、（５）その他の事業 ９ページと10ページをご覧ください。 

「甲州市中央公民館だより発行事業」やストリートピアノ、施設見学受入れ事業等を行いました。 

また、修繕・工事関係については提言において、施設・設備の老朽化についてもご指摘頂いただ

いているところですが、記載されている工事・修繕等を実施できました。 

今後につきましても公共施設等総合管理計画・個別施設計画に基づいて計画的な維持管理に努

めてまいりたいと考えております。 

甲州市中央公民館関連の事業報告は以上となります。 

 

事務局： 

次に、勝沼中央公民館の公民館関連の事業報告を、ご説明いたします。 

 

令和７年度勝沼中央公民館関連事業報告をいたします。 

資料１1ページをご覧ください。 

初めに主催事業について 

１０月１8日（土）、勝沼写真クラブとの共催による「写真教室～花を撮る～」を開催しました。 

１２月１3日（土）と１２月２６日（金）には甲州市勝沼自治公民館連絡協議会との共催による「花の

ある暮らし～親子で作るクリスマス・ツリー～」と「花のある暮らし～お正月フラワーアレンジメント

～」教室を開催しました。 

２月１４日（土）には甲州市青少年育成推進員会との共催で「わんぱく親子塾」を開催し、親子１２

組２７名が参加しました。プラ板や古Ｔシャツトートバック作りなどを行なったり、焼き芋も好評をいた

だきました。 

続いて、その他事業について 

7月4日（金）と１０月１7日（金）に「花苗配布事業」を実施し、それぞれ５，０００株程の花苗を自治

公民館や公共施設等に配布し、環境美化に寄与しました。 
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９月5日（金）～7日（日）には甲州市スポーツ協会かつぬま支部主催による「勝沼地域球技大会

（ソフトバレー）」を開催し、勝沼町内の各区１7チーム３53名が参加し、親睦を深めました。 

10月25～26日には勝沼・大和地区の小学６年生を対象にした「勝沼・大和少年ジャンボリー」が

旧大和中学校を会場に１泊２日で開催されました。数日前に大和地区で熊の目撃情報があったこと

から、安全を期すため体育館にテントを張り、宿泊しました。 

１１月1～3日には「勝沼地域文化祭」が、また３日には「芸能発表会」がいずれも勝沼市民会館で

開催され、多くの来場者がありました。 

１月１５日（木）に「勝沼文化バス事業」として甲州市文化協会勝沼支部が大井川鉄道・由比宿広

重美術館等見学してきました。 

２月２１日（土）に甲州市スポーツ協会かつぬま支部と勝沼自治公民館連絡協議会共催による「第

２７回甲州市勝沼ニュースポーツ大会（グラウンドゴルフ）」が勝沼中央公園運動場で開催され、自

治公民館１６チーム１２３名の参加がありました。 

３月11日（水）に勝沼自治公民館連絡協議会が「館長視察研修」として南アルプス市ふるさと伝承

館において、文化財を地域学習に活かす取組みについて学習してきました。 

３月１２日（木）に「花を楽しむ教室～アーティフィシャルフラワーアレンジメント～」を開催し、昼の

部・夜の部、計２０名に参加いただきました。 

勝沼中央公民館の事業報告は以上です。 

 

事務局： 

次に大和中央公民館の公民館関連の事業報告を、ご説明いたします。 

 

事務局： 

大和中央公民館主催事業として 

７月２２日（火）～８月１５日(金)の期間、大和小学校プールを「大和町民プール一般開放」として

開放を行いました。開催期間中の火曜日から金曜日、期間内１５日間開放予定の内、熱中症警戒ア

ラート発令等により１２日間開放中止となり開放日は３日、延べ３名の利用がありました。 
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続きまして、共催事業となります 

〇６月１８日（水）また１０月１８日（土）に甲州市スポーツ協会大和支部主催による「大和地区グラ

ウンドゴルフ大会」が大和スポーツ公園で開催され多くの町民の参加がありました。 

〇１０月１０日（金）、１７日（金）、２４日（金）の３日間、甲州市スポーツ協会大和支部主催による「大

和地区バドミントン教室」が初鹿野体育館で開催され、多くの小学生以上の方の参加がありました。 

〇１１月１６日（日）に甲州市スポーツ協会大和支部・大和地区公民館主催による「やまとウォーキ

ング大会《石庭》」が大和町天目地内（栖雲寺庭園）で開催され多くの町民の参加がありました。 

〇１２月１４日（日）に、まほろばクリスマスコンサート実行委員会による「第１９回まほろばクリスマ

スコンサート」が大和ふるさと会館ホールで開催され、スタインウェイとヴァイオリン・サックスによる

演奏が行われ多くの方にご来場いただきました。 

〇１２月 １日（月）～１２月２５日（木）に「大和ふるさと会館館内イルミネーション飾り」「大和保育

所クリスマス飾り作品展示」「大和児童クラブクリスマスリース作品展示」を大和ふるさと会館ロビ

ーに展示しました。 

〇１２月１４日（日）「門松づくり」が大和公民館主催により開催され多くの方の参加がありました。 

令和８年３月４日（水）に「甲州市文化協会大和支部文化研修会」があり松本市美術館・国宝松本城

を研修先とし多くの方に参加いただきました。 

以上となります。 

議長： 

それでは、甲州市の公民館活動について中央公民館、勝沼中央公民館、大和公民館により事業

報告がありました。 

この件につきまして何かご意見やご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

委員：A 

 オンライン講座について、私自身が１月に実施したウェルビーイングに参加したが、その時の参加

が２名となっている。 

内容についてはとても興味がある内容だったこともあり、とてもよかった。 

参加者の実績を見ると２名や３名などばかり、そのうちの一人は事務局であると考えると周知が

出来ていないのではないか。報告書をみると１つの講座は２０名程いるが…（実際には２０名以上の

参加者の講座はない） 

 

事務局： 

 オンライン講座については、県の事業であり、市が企画し講師に依頼している者ではない。 
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またオンライン講座の内容についても１カ月程前に、こちらに届きオンラインでの開催の依頼が来

ている。広報の掲載スケジュールも締め切りが２カ月前までになるので間に合わない。市のHPでは

紹介をしているが、市の事業ではなく県の事業なので、周知についての制約も多いため、今行って

いる周知が限界である。 

また講座自体は県の大本の会場でも実施している。峡東地区ではタイミングが合えば合同庁舎

でも実施しているようだが、毎回会場の準備を行う必要があり、やりきれない為、峡東では甲州市

中央公民館に依頼が来て実施している。人を呼びたい気持ちも当然あるが、周知の方法等につい

ては難しいのが現状。 

 

委員：A 

 県の大本の会場である生涯学習センターで参加したこともあるが、その時はスタンプラリーを行っ

ていた。そういった事も大切ではないか。 

 

事務局： 

 先ほどの回答と重なるが市の事業でなく、開催も直前で知らされるので難しい。 

 

 

委員：A 

 市の事情は理解しました。県ともかかわりがあるので、情報を早く伝えるようにといったお願いは

こちらから働きかける。 

 

委員：B 

 意見ではなく感想だが、公運審や社会教育委員に長く携わり、過去教育長から公民館活動がうま

くいっていなくて、公運審で話し合ってもらいたいと提言があり、長いこと時間をかけて話し合った。 

話し合った内容を答申なども行った。 

その後は公民館でも様々な催しなどにチャレンジしていてとても素晴らしいと感じる。 

当時の課題の中でも地区公民館と勝沼地区を中心とした自治公民館の連携といった問題もある

が、中央公民館にもいろいろ動いてもらって今があると感じている。 

 

議長： 

 教育長から公民館の運営について皆さんで話し合ってほしいという提言があり、公運審などでも

議論し、答申した結果、中央公民館事業をスムーズに行っていただけているということだと思う。 

私もそのように感じている。 
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議長： 

何かございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか？ 

 

ないようですので、以上で議事を閉じたいと思います。 

スムーズな議事の進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

活発なご意見をいただき、ありがとうございました。 

委員の皆様には引き続きご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。 

では、事務局へお返しします。ありがとうございました。 

 

 

事務局： 

会長、議事の進行をありがとうございました。 

 

 

４ おわりのことば（丹澤副会長） 

  それでは、おわりの言葉を、副会長、よろしくお願いいたします。 

  おわりのことばを副会長が行いました。 

 

事務局： 

 相互に挨拶を交わします。 

どうぞ、お気をつけてお帰りください 


